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議案第３４号 

 

   狭山市教育委員会委員の任命について 

 

 下記の者を狭山市教育委員会委員に任命したいので、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所    （略） 

氏  名  野 村  和 

生年月日    （略） 

 

 

令和８年６月５日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 教育委員会委員野村和氏は、令和８年６月２４日をもって任期満了となるが、同氏

を再任することについて議会の同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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議案第３５号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

記 

 

住  所    （略） 

氏  名  粕 谷 文 勝 

生年月日    （略） 

 

 

令和８年６月５日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 人権擁護委員粕谷文勝氏は、令和８年９月３０日をもって任期満了となるが、同氏

を再推薦することについて議会の意見を求めたいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 
 
 
  
  

 
 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                         

                          

                         

                   

                    

                        

                         

                           

  

  

  



                     
                      

                           
                        
                          
                          

                     
                      

                   
                    

                       
                        

                       
                        
                      
                      
                     

                           

 

 

 

 

 

  



 

  

  

                         

                   

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 





   
 

 
 
 
  
  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

                      

                       

 



                 
               
                  

                       

 












